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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトランクを破砕し、破砕物を生成する破
砕装置と、
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前記破砕物がそのまま入った同一の槽内に酵素
及びエタノール発酵することができる酵母が添加され、該破砕物から得た搾汁液ではなく
、該破砕物を固体のまま糖化するとともに発酵させて、糖化及び発酵を並行して行い、糖
化発酵物を生成する糖化発酵装置と、
　前記糖化発酵物を搾汁し、搾汁液を生成する搾汁装置と、
　前記搾汁液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸留装置と、を備えたことを特徴とするエ
タノール製造設備。
【請求項２】
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトランクを破砕し、破砕物を生成する破
砕装置と、
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前記破砕物がそのまま入った同一の槽内に酵素
及びエタノール発酵することができる酵母が添加され、該破砕物から得た搾汁液ではなく
、該破砕物を固体のまま糖化するとともに発酵させて、糖化及び発酵を並行して行い、糖
化発酵物を生成する糖化発酵装置と、
　前記糖化発酵物を搾汁し、搾汁液を生成する搾汁装置と、
　前記搾汁装置から排出された残さを乾燥させ、乾燥物を生成する乾燥装置と、
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　前記乾燥物を成形し、バイオペレットを生成する成形装置と、
　前記乾燥装置から排出されたエタノールを含む蒸気を冷却し、水を含んだエタノール液
を生成する冷却装置と、
　前記搾汁液及びエタノール液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸留装置と、を備えたこ
とを特徴とするエタノール及びバイオペレットの製造設備。
【請求項３】
　請求項２に記載のエタノール及びバイオペレットの製造設備において、
　前記乾燥装置が、多段の気流乾燥機であることを特徴とするエタノール及びバイオペレ
ットの製造設備。
【請求項４】
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトランクを破砕し、破砕物を生成する破
砕装置と、
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前記破砕物がそのまま入った同一の槽内に酵素
、エタノール発酵することができる酵母及び水が添加され、該破砕物から得た搾汁液では
なく、該破砕物を固体のまま糖化するとともに発酵させて、糖化及び発酵を並行して行い
、糖化発酵物を生成する糖化発酵装置と、
　前記糖化発酵物から分離液としての液体と固形物とを分離する固液分離装置と、
　前記固形物を搾汁し、搾汁液を生成する搾汁装置と、
　前記分離液及び搾汁液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸留装置と、を備えたことを特
徴とするエタノール製造設備。
【請求項５】
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトランクを破砕し、破砕物を生成する破
砕工程と、
　糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前記破砕物がそのまま入った同一の槽内に酵素
及びエタノール発酵することができる酵母を添加し、該破砕物から得た搾汁液ではなく、
該破砕物を固体のまま糖化するとともに発酵させて、糖化及び発酵を並行して行い、糖化
発酵物を生成する糖化発酵工程と、
　前記糖化発酵物を搾汁し、搾汁液を生成する搾汁工程と、
　前記搾汁液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸留工程と、を含むことを特徴とするエタ
ノール製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソフトセルロースを原料としてエタノールを製造するエタノール製造設備、
エタノール製造方法並びにエタノール及びバイオペレットの製造設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パームトランク（パーム幹）にはデンプンが含まれ、パームトランクからエタノールを
製造する方法が知られている。パームトランクからエタノールを製造する従来の方法は、
伐採したパームトランクを貯蔵する工程と、伐採直後のパームトランクよりも樹液の糖度
又は糖濃度が増加している貯蔵中のパームトランクを選抜する工程と、前工程で選抜した
貯蔵中のパームトランクから樹液を採取する工程と、樹液を採取した後のパームトランク
繊維を酵素で糖化して糖化液を得る工程と、前工程で得られた糖化液と樹液とを混合して
エタノール発酵を行なう工程とを含む（例えば、特許文献１参照）。貯蔵によってパーム
トランクの樹液の糖度又は糖濃度が増加するのは、パームトランクに含まれるデンプンが
貯蔵中に熟成して糖化されるからである。
【０００３】
　ところで、デンプンはパームトランクの破砕物中の繊維の柔組織に蓄積され、コンパー
トメントされていることが開示されている（例えば、非特許文献１参照）。なお、デンプ
ンはパームトランク以外にも、例えば、サゴ残さにも含まれており（例えば、非特許文献
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２参照）、芋残さにも含まれている（例えば、非特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４４１８８７１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｐｒａｗｉｔｗｏｎｇ　Ｐ．ｅｔ　ａｌ．，「Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｅ
ｔｈａｎｏｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｓｅｐａｒａｔｅｄ　ｐａｒｅｎｃｈ
ｙｍａ　ａｎｄ　ｖａｓｃｕｌａｒ　ｂｕｎｄｌｅ　ｏｆ　ｏｉｌ　ｐａｌｍ　ｔｒｕｎ
ｋ．」、Ｂｉｏｒｅｓｏｕｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌ．、２０１２　Ｄｅｃ；１２５：３７－４
２．
【非特許文献２】Ｌｉｎｇｇａｎｇ　Ｓ．ｅｔ　ａｌ．，「Ｓａｇｏ　ｐｉｔｈ　ｒｅｓ
ｉｄｕｅ　ａｓ　ａｎ　ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　ｃｈｅａｐ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｆ
ｏｒ　ｆｅｒｍｅｎｔａｂｌｅ　ｓｕｇａｒｓ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．」、Ａｐｐｌ　
Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．　２０１２　Ｍａｙ；１６７（１）：１２２－
３１．
【非特許文献３】Ａｋｉｈｉｋｏ　Ｋｏｓｕｇｉ．ｅｔ　ａｌ．，「Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　ｅｔｈａｎｏｌ　ｆｒｏｍ　ｃａｓｓａｖａ　ｐｕｌｐ　ｖｉａ　ｆｅｒｍｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｕｒｆａｃｅ－ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　ｙｅａｓｔ　
ｓｔｒａｉｎ　ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ　ｇｌｕｃｏａｍｙｌａｓｅ」、Ｒｅｎｅｗａｂｌ
ｅ　Ｅｎｅｒｇｙ、Ｖｏｌｕｍｅ　３４，　Ｉｓｓｕｅ　５，　Ｍａｙ　２００９，　Ｐ
ａｇｅｓ　１３５４－１３５８．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１等で開示されている従来の方法では、パームトランクを貯蔵するた
めの広大なヤードが必要であり、また、デンプンを熟成して糖化させるために、長時間（
例えば３０日程度）を要し、パームトランクの貯蔵によって大きな負荷が伴うという問題
点があった。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みて為されたものであり、デンプンの糖化を目的としたパームト
ランクの貯蔵が省略可能な、新規のエタノール製造設備、エタノール製造方法並びにエタ
ノール及びバイオペレットの製造設備を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を採用する。
　すなわち、本発明の第１の態様は、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトラ
ンクを破砕し、破砕物を生成する破砕装置と、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前
記破砕物がそのまま入った同一の槽内に酵素及びエタノール発酵することができる酵母が
添加され、該破砕物から得た搾汁液ではなく、該破砕物を固体のまま糖化するとともに発
酵させて、糖化及び発酵を並行して行い、糖化発酵物を生成する糖化発酵装置と、前記糖
化発酵物を搾汁し、搾汁液を生成する搾汁装置と、前記搾汁液を蒸留し、エタノールを取
り出す蒸留装置と、を備えたことを特徴とするエタノール製造設備である。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトランクを破砕
し、破砕物を生成する破砕装置と、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前記破砕物が
そのまま入った同一の槽内に酵素及びエタノール発酵することができる酵母が添加され、
該破砕物から得た搾汁液ではなく、該破砕物を固体のまま糖化するとともに発酵させて、
糖化及び発酵を並行して行い、糖化発酵物を生成する糖化発酵装置と、前記糖化発酵物を
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搾汁し、搾汁液を生成する搾汁装置と、前記搾汁装置から排出された残さを乾燥させ、乾
燥物を生成する乾燥装置と、前記乾燥物を成形し、バイオペレットを生成する成形装置と
、前記乾燥装置から排出されたエタノールを含む蒸気を冷却し、水を含んだエタノール液
を生成する冷却装置と、前記搾汁液及びエタノール液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸
留装置と、を備えたことを特徴とするエタノール及びバイオペレットの製造設備である。
【００１１】
　本発明の第２の態様においては、前記乾燥装置が、多段の気流乾燥機であることが好ま
しい。
【００１２】
　本発明の第３の態様は、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトランクを破砕
し、破砕物を生成する破砕装置と、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前記破砕物が
そのまま入った同一の槽内に酵素、エタノール発酵することができる酵母及び水が添加さ
れ、該破砕物から得た搾汁液ではなく、該破砕物を固体のまま糖化するとともに発酵させ
て、糖化及び発酵を並行して行い、糖化発酵物を生成する糖化発酵装置と、前記糖化発酵
物から分離液としての液体と固形物とを分離する固液分離装置と、前記固形物を搾汁し、
搾汁液を生成する搾汁装置と、前記分離液及び搾汁液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸
留装置と、を備えたことを特徴とするエタノール製造設備である。
【００１４】
　本発明の第４の態様は、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだパームトランクを破砕
し、破砕物を生成する破砕工程と、糖を含有する樹液とデンプンとを含んだ前記破砕物が
そのまま入った同一の槽内に酵素及びエタノール発酵することができる酵母を添加し、該
破砕物から得た搾汁液ではなく、該破砕物を固体のまま糖化するとともに発酵させて、糖
化及び発酵を並行して行い、糖化発酵物を生成する糖化発酵工程と、前記糖化発酵物を搾
汁し、搾汁液を生成する搾汁工程と、前記搾汁液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸留工
程と、を含むことを特徴とするエタノール製造方法である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、デンプンの糖化を目的としたパームトランクの貯蔵が省略可能な、新
規のエタノール製造設備、エタノール製造方法並びにエタノール及びバイオペレットの製
造設備が提供される。
【００１７】
　本発明の第１の態様によれば、エタノール製造設備が、破砕物が入った同一の槽内に酵
素及び酵母が添加され、破砕物を糖化するとともに発酵させ、糖化発酵物を生成する糖化
発酵装置を有しているので、デンプンを含んだソフトセルロースが原料となる。
【００１８】
　本発明の第２の態様によれば、エタノール液が蒸留装置に導入されるので、エタノール
の回収量が向上する。
【００１９】
　本発明の第３の態様によれば、エタノール製造設備が、破砕物が入った同一の槽内に酵
素、酵母及び水が添加され、破砕物を糖化するとともに発酵させ、糖化発酵物を生成する
糖化発酵装置を有しているので、破砕物、酵母及び酵素を容易に混合できる。
【００２０】
　本発明の第４の態様によれば、エタノール製造方法が、破砕物が入った同一の槽内に酵
素及び酵母が添加され、破砕物を糖化するとともに発酵させ、糖化発酵物を生成する糖化
発酵工程を含んでいるので、デンプンを含んだソフトセルロースが原料となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るエタノール製造設備の概略構成図である。
【図２】本発明の第２の実施形態に係るエタノール製造設備の概略構成図である。
【図３】実施例１～２及び比較例１の糖化発酵工程における、破砕物の経時的な水分含有
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量の測定結果を示すグラフである。
【図４】実施例１～２及び比較例１の糖化発酵工程における、破砕物の経時的なデンプン
含有量の測定結果を示すグラフである。
【図５】実施例１～２及び比較例１の糖化発酵工程における、破砕物中の樹液の経時的な
糖濃度の測定結果を示すグラフである。
【図６】実施例１～２及び比較例１の糖化発酵工程における、破砕物中の樹液の経時的な
エタノール含有量の測定結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、各図
において、説明に関連しない部分は図示を省略する場合がある。
【００２３】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るエタノール製造設備の概略構成図である。
　ここに示すエタノール製造設備１０は、原料としてデンプンを含んだソフトセルロース
を用いるものであり、熟成が進んでいないパームトランク（ソフトセルロースの一例）を
原料として用い、エタノールを製造することが可能なものである。そして、エタノール製
造設備１０は、熟成されたパームトランクも原料として用いることができる。
【００２４】
　エタノール製造設備１０は、破砕装置１２、糖化発酵装置１４、搾汁装置１６、蒸留装
置１８及び貯蔵タンク２０を備えて構成されている。これら各装置（破砕装置１２等）と
しては、いずれも当該分野で公知のものを用いることができる。
【００２５】
　破砕装置１２は、デンプンを含んだソフトセルロースを破砕し、破砕物を生成するもの
である。すなわち、破砕装置１２においては、破砕工程が行われる。
【００２６】
　糖化発酵装置１４は、破砕装置１２において生成された破砕物が入れられる槽（図示略
）を有している。この槽には、酵素及び酵母が添加され、前記破砕物を糖化するとともに
発酵させ、糖化発酵物を生成するものである。すなわち、糖化発酵装置１４においては、
糖化発酵工程が行われる。
【００２７】
　搾汁装置１６は、糖化発酵装置１４において生成された糖化発酵物を搾汁し、搾汁液を
生成するものである。すなわち、搾汁装置１６においては、搾汁工程が行われる。なお、
搾汁装置１６からは、搾汁で生成された残さが排出される。
【００２８】
　蒸留装置１８は、搾汁装置１６において生成された搾汁液を蒸留し、エタノールを取り
出すものである。すなわち、蒸留装置１８においては、蒸留工程が行われる。
【００２９】
　貯蔵タンク２０は、蒸留装置１８において取り出されたエタノールを貯蔵するものであ
る。
【００３０】
　エタノール製造設備１０において、破砕装置１２、糖化発酵装置１４、搾汁装置１６、
蒸留装置１８及び貯蔵タンク２０は、これら装置間で内容物を移送する（例えば、糖化発
酵装置１４から搾汁装置１６へ糖化発酵物を移送する）ための配管で互いに接続されてい
てもよく、必要に応じて内容物を移送するためのポンプ等を備えていてもよい。
【００３１】
　エタノール製造設備１０には、さらに以下に説明するペレット製造設備５０及び冷却装
置５２が併設され、全体として、エタノール及びバイオペレットの製造設備として構成さ
れている。
　そして、ペレット製造設備５０は、乾燥装置５４、成形装置５６及び貯蔵タンク５８を
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備えて構成されている。
　冷却装置５２、乾燥装置５４、成形装置５６及び貯蔵タンク５８としては、いずれも当
該分野で公知のものを用いることができる。
【００３２】
　乾燥装置５４は、上述のように搾汁装置１６から排出された残さを乾燥させ、乾燥物を
生成するとともに、エタノールを含む蒸気を排出するものである。すなわち、乾燥装置５
４においては、乾燥工程が行われる。
　乾燥装置５４は、例えば、多段の気流乾燥機であることが好ましい。
【００３３】
　成形装置５６は、乾燥装置５４から排出された乾燥物を成形し、バイオペレットを生成
するものである。すなわち、成形装置５６においては、成形工程が行われる。
【００３４】
　貯蔵タンク５８は、成形装置５６において成形されたバイオペレットを貯蔵するもので
ある。なお、本明細書では、エタノール製造設備が備える貯蔵タンク（貯蔵タンク２０）
と区別するために、ペレット製造設備が備える貯蔵タンク（貯蔵タンク５８）を「第２の
貯蔵タンク」と称し、エタノール製造設備が備える貯蔵タンクを「第１の貯蔵タンク」と
称することがある。
【００３５】
　冷却装置５２は、乾燥装置５４から排出されたエタノールを含む蒸気を冷却して、エタ
ノールと水を凝縮させ、水を含んだエタノール液を生成するものである。すなわち、冷却
装置５２においては、冷却工程が行われる。生成されたエタノール液は、蒸留装置１８に
導入されるようになっており、搾汁工程で得られた前記搾汁液とともに（前記搾汁液と混
合されて）蒸留装置１８に導入されるようになっていてもよいし、搾汁工程で得られた前
記搾汁液とは別途に蒸留装置１８に導入されるようになっていてもよい。すなわち、冷却
工程で得られたエタノール液は、搾汁工程で得られた搾汁液とともに、蒸留装置１８で蒸
留することにより、エタノールが取り出し可能となっている。
【００３６】
　エタノール製造設備１０において、乾燥装置５４及び冷却装置５２は、エタノールを含
む蒸気を移送するための配管で互いに接続されていることが好ましく、冷却装置５２及び
蒸留装置１８は、前記エタノール液を移送するための配管で互いに接続されていることが
好ましい。そして、エタノール製造設備１０は、エタノールを含む蒸気又はエタノール液
を移送するためのポンプ等を備えていてもよい。
【００３７】
　エタノールは、エタノール製造設備１０を用いて、以下の方法で製造できる。
　まず、破砕装置１２において、デンプンを含んだソフトセルロースを破砕し、破砕物を
生成する破砕工程を行う。
【００３８】
　破砕工程で用いるソフトセルロースは、デンプンを含んでいればよく、例えば、デンプ
ンの含有量が４．０質量％以上のものが好ましい。
　また、原料として、例えば、スクロース、グルコース、フラクトース及びマルトースの
遊離糖をそれぞれ０．５質量％以上含有する糖液、並びにデンプンを４．０質量％以上含
有するソフトセルロースを用いることもできる。
　ソフトセルロースの他の例としては、ニッパヤシ、サゴ残さ、稲わら、バガス、キャッ
サバ等の芋残さ、又はトウモロコシ残さ等が挙げられる。
　破砕工程で用いるソフトセルロースは、１種のみでもよいし、２種以上でもよく、２種
以上である場合、その組み合わせ及び比率は任意に選択できる。
【００３９】
　次いで、得られた破砕物が入っている、糖化発酵装置１４の槽内に酵素及び酵母を添加
し、前記破砕物を糖化するとともに発酵させ、糖化発酵物を生成する糖化発酵工程を行う
。
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　糖化発酵工程においては、破砕物中のデンプンが前記酵素によって糖化され、マルトー
ス等のオリゴ糖に分解される。さらに、破砕物中に元来含まれていたオリゴ糖と、前記酵
素の作用によって生じた前記オリゴ糖（遊離オリゴ糖）とが、前記酵母によって発酵に利
用され、エタノールが生成する。このように、糖化発酵工程においてデンプンが利用され
ることにより、本発明によって、従来よりも顕著に効率的にエタノールを製造できる。糖
化発酵工程においては、従来の製造方法とは異なり、破砕物から得た搾汁液ではなく、破
砕物をそのまま利用して、固体発酵を十分に行うことができる。デンプンや樹液は、破砕
物中の柔組織という繊維でコンパートメントされており、破砕物を固体のまま用いて糖化
及び発酵を行うことは、従来困難であると考えられていたことから、本発明において糖化
発酵工程を行うことが可能であることは、全く意外であるといえる。
【００４０】
　糖化発酵工程で用いる酵素は、デンプンを糖化できるものであればよく、１種のみでも
よいし、２種以上でもよく、２種以上である場合、その組み合わせ及び比率は目的に応じ
て任意に選択できる。
【００４１】
　好ましい前記酵素の例としては、αアミラーゼ及びグルコアミラーゼが挙げられ、αア
ミラーゼ及びグルコアミラーゼを併用することが好ましい。
　αアミラーゼ及びグルコアミラーゼを併用する場合、αアミラーゼ／グルコアミラーゼ
のユニット比率は、１／９～９／１であることが好ましく、２／８～８／２であることが
より好ましく、３／７～７／３であることが特に好ましい。このような比率とすることで
、糖化がより良好に進行する。
【００４２】
　糖化発酵工程においては、糖化及び発酵がともに進行可能となるように糖化発酵槽内の
温度（糖化発酵温度）を設定すればよく、酵素をより効果的に作用させるためには、糖化
発酵槽内の温度を３２～４３℃に維持することが好ましく、４０～４３℃に維持すること
がより好ましい。
【００４３】
　糖化発酵工程で用いる酵母は、１種のみでもよいし、２種以上でもよく、２種以上であ
る場合、その組み合わせ及び比率は目的に応じて任意に選択できるが、通常は１種のみで
十分な効果が得られる。
【００４４】
　前記酵母は、エタノール発酵可能な微生物であることが好ましく、例えば、３２～３６
℃等の４０℃未満の温度で良好にエタノール発酵可能な微生物が挙げられるが、上述の通
り槽内の温度を、例えば、４０～４３℃等、４０℃以上に維持する場合には、このような
温度で良好にエタノール発酵可能な耐熱性酵母（耐熱性微生物）であることがより好まし
く、４３℃において８６％以上の収率でエタノール発酵可能な耐熱性酵母であることが特
に好ましい。ここで「収率」とは、グルコースの使用量を基準として算出されるものであ
り、これは以下においても同様である。このような耐熱性酵母の例としては、サッカロミ
セス・セルビジエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ．Ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）　ＮＩＴＥ　
ＢＰ－１０５５株が挙げられる。
【００４５】
　サッカロミセス・セルビジエ　ＮＩＴＥ　ＢＰ－１０５５株は、２０１１年２月８日付
けで受託番号ＮＩＴＥ　Ｐ－８９０として、独立行政法人製品評価技術基盤機構特許微生
物寄託センターに寄託され、その後、ブダペスト条約に基づき、国際寄託当局に移管され
て、受託番号「ＮＩＴＥ　ＢＰ－１０５５」が新たに付与されている。
【００４６】
　サッカロミセス・セルビジエ　ＮＩＴＥ　ＢＰ－１０５５株は、例えば、「特許第５０
１７４３２号公報」において、特定の発酵条件の下、４０～４２℃において７０％以上の
収率でエタノール発酵可能であることが具体的に開示されており（段落００３０～００３
２、図４等）、本発明における前記耐熱性酵母として好適なものである。
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【００４７】
　糖化発酵工程においては、糖化及び発酵を並行して行うことが好ましい。そのためには
、糖化は通常、温度が高いほど進行し易く、発酵時には酵母の耐熱性に限界があるため、
糖化発酵工程における温度としては、酵母がエタノール発酵可能な範囲で高めの温度を設
定して、糖化及び発酵が共に良好に進行するように調節することが好ましく、前記耐熱性
酵母を用いることで、このような温度調節を容易に行うことができる。
【００４８】
　次いで、得られた糖化発酵物を搾汁し、搾汁液を生成する搾汁工程を行い、さらに、得
られた搾汁液を蒸留し、エタノールを取り出す蒸留工程を行う。取り出されたエタノール
は、貯蔵タンク２０内で貯蔵できる。
【００４９】
　一方、搾汁工程で搾汁装置１６から排出された残さを、乾燥装置５４内で乾燥させる乾
燥工程を行うことで、乾燥物と、エタノールを含む蒸気とが得られる。
　前記残さの乾燥温度は、用いる乾燥装置（適用する乾燥方法）に応じて適宜設定すれば
よい。
　前記残さの乾燥時間は、乾燥温度等、その他の条件を考慮して設定すればよい。
【００５０】
　得られた前記乾燥物は、成形装置５６で成形する成形工程を行うことで、バイオペレッ
トとすることができ、このバイオペレットは、貯蔵タンク５８内で貯蔵できる。
【００５１】
　一方、エタノールを含む蒸気は、これを冷却して、エタノールと水を凝縮させる冷却工
程を行うことで、水を含んだエタノール液とすることができ、このエタノール液は蒸留装
置１８に導入することで蒸留できる。
【００５２】
　エタノール製造設備１０において、ペレット製造設備５０及び冷却装置５２を作動させ
、エタノール及びバイオペレットを製造した場合、乾燥装置５４から排出されたエタノー
ルを回収できるので、エタノールの収量を、例えば、７～１５％向上させることが可能で
ある。
【００５３】
＜第２の実施形態＞
　図２は、本発明の第２の実施形態に係るエタノール製造設備の概略構成図である。なお
、図２に示す構成要素のうち、図１に示す構成要素と同じものには、図１の場合と同じ符
号を付し、その詳細な説明は省略する。
　ここに示すエタノール製造設備９０は、糖化発酵装置１４と搾汁装置１６との間に、固
液分離装置１５を備えて構成されており、この点以外は、図１に示すエタノール製造設備
１０と同じものである。
【００５４】
　固液分離装置１５は、糖化発酵工程で得られた糖化発酵物を液体（分離液）と固形物と
に分離するものである。すなわち、固液分離装置１５においては、固液分離工程が行われ
る。
【００５５】
　固液分離工程で生成された分離液は、蒸留装置１８に導入されるようになっており、搾
汁工程で得られた前記搾汁液とともに（前記搾汁液と混合されて）蒸留装置１８に導入さ
れるようになっていてもよいし、搾汁工程で得られた前記搾汁液とは別途に蒸留装置１８
に導入されるようになっていてもよい。さらに、生成された分離液は、冷却工程で得られ
た前記エタノール液とともに（前記エタノールと混合されて）蒸留装置１８に導入される
ようになっていてもよいし、冷却工程で得られた前記エタノール液とは別途に蒸留装置１
８に導入されるようになっていてもよい。すなわち、固液分離工程で得られた分離液は、
搾汁工程で得られた搾汁液及び冷却工程で得られたエタノール液とともに、蒸留装置１８
で蒸留することにより、エタノールが取り出し可能となっている。
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【００５６】
　一方、固液分離工程で得られた固形物は、上述のエタノール製造設備１０を用いた場合
の糖化発酵物と同様に、搾汁工程に供して搾汁し、搾汁液を生成することができる。
【００５７】
　エタノール製造設備９０において、固液分離装置１５及び蒸留装置１８は、前記分離液
を移送するための配管で互いに接続されていることが好ましい。また、固液分離装置１５
及び搾汁装置１６は、固液分離後の前記固形物を移送するための配管で互いに接続されて
いてもよい。そして、エタノール製造設備９０は、前記分離液及び固形物を移送するため
のポンプ等を備えていてもよい。
【００５８】
　エタノール製造設備９０を用いた場合、糖化発酵工程で得られた糖化発酵物を分離液と
固形物とに分離し、分離液は蒸留装置１８に導入して蒸留し、固形物は搾汁装置１６に導
入して搾汁する点以外は、エタノール製造設備１０を用いた場合と同じ方法でエタノール
を製造できる。
【００５９】
　エタノール製造設備９０は、例えば、糖化発酵工程において、糖化発酵装置１４の槽内
に酵素及び酵母に加え、さらに水性媒体を添加して、糖化及び発酵を行うのに好適なもの
である。このように水性媒体を併用することで、糖化発酵装置１４の槽内で破砕物、酵母
及び酵素を容易に混合できる。
【００６０】
　前記水性媒体とは、水又は水を含む液体を意味し、水であることが好ましい。
　水性媒体の添加順は特に限定されず、酵素及び酵母の添加前並びに添加後のいずれでも
よいし、酵素及び酵母と同時に水性媒体を添加してもよい。
【００６１】
　糖化発酵工程における前記水性媒体の添加量は、特に限定されないが、糖化発酵装置１
４の槽内での破砕物、酵母及び酵素が容易に混合できる範囲内で、できるだけ少量である
ことが好ましい。前記水性媒体の添加量がこのように少量であることで、固液分離工程で
生成された分離液の量が低減され、その結果、蒸留装置１８での蒸留量が低減されるので
、工程時間を短縮でき、省エネルギー化をはかれるなど、工程上の負荷が小さくなる。
【００６２】
　本発明に係るエタノールの製造設備、並びにエタノール及びバイオペレットの製造設備
は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の効果を損なわない範囲内におい
て、一部構成が適宜変更されたものでもよい。例えば、上述の第１又は第２の実施形態に
おいて、一部又はすべての構成が複数組み合わされてなる設備も本発明に包含される。
【００６３】
　本発明に係るエタノールの製造設備、並びにエタノール及びバイオペレットの製造設備
は、熟成が進んでいないパームトランクを原料として用いて、エタノールを製造すること
が可能であるため、かかる製造設備を用いてエタノールを製造する場合、従来とは異なり
、デンプンの糖化を目的としたパームトランクの貯蔵が省略可能であり、広大なヤードや
、長時間に及ぶデンプンの糖化が不要であって、製造工程を大幅に簡略化できる。また、
エタノールの製造効率を向上させることができる。さらに、バイオペレットを並行して製
造可能であるため、天然資源を大幅に有効利用できる。
【実施例】
【００６４】
　以下、具体的実施例により、本発明についてより詳細に説明する。ただし、本発明は以
下に示す実施例に何ら限定されるものではない。
【００６５】
［実施例１］
＜破砕工程＞
　伐採後の熟成が進んでいない、直径が３２～３５ｃｍのパームトランクをディスク状に



(10) JP 5747424 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

スライスした。スライスしたパームトランクの厚さは、６．８～７．０ｃｍであった。ス
ライスしたパームトランクを更に細かく破砕するために、スティック状に裁断した後、市
販品ミキサーで細かく破砕し、パームトランクの破砕物を生成した。
【００６６】
（破砕物の水分含有量の測定）
　得られた破砕物を３～５ｇ秤量し、８０℃で２４時間加熱して乾燥させた。そして、こ
の乾燥破砕物の重量を測定し、乾燥前の破砕物の重量からこの測定値を差し引いて、破砕
物の水分含有量を算出した結果、７６質量％であった。
【００６７】
（乾燥破砕物のデンプン含有量の測定）
　上記の乾燥破砕物を３～５ｇ秤量し、総澱粉量測定キット（メガザイム社製、日本バイ
オコン）を用い、本キットに記載の手順に従って、この乾燥破砕物のデンプン含有量を測
定した結果、４．６±０．５質量％であった。
【００６８】
（破砕物における樹液の糖組成及び糖濃度の測定）
　得られた破砕物を小型搾汁器で圧搾して、樹液を採取し、この樹液中の糖（遊離糖）の
組成及び含有量を、高速液体クロマトグラフィー（測定装置：島津製作所製「Ｐｒｏｍｉ
ｎｅｎｃｅ」（登録商標）、カラム：東京化成工業社製「ＣＡＲＢＯＳｅｐ ＣＨＯ－６
８２カラム」、移動相：超純水、流量：０．４ｍＬ／分、温度：８０℃）により測定した
。より具体的には、測定対象の各単糖、すなわち、グルコース、フラクトース、スクロー
ス及びマルトースについて、予め検量線を作成しておき、この検量線を用いて、前記樹液
の糖の種類を確認し、糖濃度を算出した。結果を表１に示す。なお、先に述べたとおり、
デンプンはパームトランクの破砕物中の繊維の柔組織に蓄積され、コンパートメントされ
ているため、前記樹液中には含まれておらず、ここでは観測されていない。
【００６９】
【表１】

【００７０】
＜糖化発酵工程＞
　酵母（酒類総合研究所製「サッカロミセス・セルビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ
．Ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）協会７号」）に酵母エキス（酵母に対して１質量％）、ポリペ
プトン（酵母に対して２質量％）、及びグルコース（酵母に対して２質量％）を加え、ｐ
Ｈを７．０に調整した酵母含有液を得た。ここで、「サッカロミセス・セルビシエ協会７
号」は、３２～３６℃で良好にエタノール発酵可能な酵母である。そして、オートクレー
ブ滅菌したＹＰＤ培地（２５ｍＬ）にこの酵母含有液を加え、３０℃で２日間、前培養を
行った。得られた前培養液を８０００回転で１０分間、遠心分離に供し、上清を取り除き
、沈殿物である酵母を取り出して滅菌水（１０ｍＬ）に懸濁させて、酵母培養液を調製し
た。
【００７１】
　次いで、滅菌済みの１００ｍＬ容の耐圧瓶に、破砕工程で得られたパームトランクの破
砕物（４０ｇ）を投入し、ここへさらに前記酵母培養液（１０ｍＬ）と酵素とを添加して
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、３２℃で６７時間静置することにより、糖化発酵物を得た。
　前記酵素としては、バチルス・アミロリクイファシエンス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｍｙ
ｌｏｌｉｑｕｅｆａｃｉｅｎｓ）由来のαアミラーゼ（シグマ・アルドリッチ社製、製品
番号Ａ７５９５、１００ユニット）と、アスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕ
ｓ　ｎｉｇｅｒ）由来のグルコアミラーゼ（シグマ・アルドリッチ社製、製品番号Ａ７０
９５、１００ユニット）を添加した。
　また、酵母培養液と酵素の添加後は、経時的に糖化発酵中の破砕物（２～３ｇ）をサン
プルとして採取し、さらにその一部から、簡易の絞り器を用いて樹液（約１ｍＬ）を採取
して、以下の測定を行った。
【００７２】
（糖化発酵中の破砕物の水分含有量の測定）
　採取した糖化発酵中の前記サンプルを８０℃で２４時間加熱して乾燥させた。そして、
この乾燥サンプルの重量を測定し、乾燥前のサンプルの重量からこの測定値を差し引いて
、サンプルの水分含有量を算出した。結果を図３に示す。なお、図３中、横軸の「糖化発
酵時間０ｈｒ」とは、糖化発酵工程の開始時、すなわち前記酵母培養液及び酵素の添加時
を意味する。これは、以降の図においても同様である。
【００７３】
（糖化発酵中の破砕物のデンプン含有量の測定）
　総澱粉量測定キット（メガザイム社製、日本バイオコン）を用い、本キットに記載の手
順に従って、採取した糖化発酵中の前記サンプルについてデンプン含有量を測定した。結
果を図４に示す。
【００７４】
（糖化発酵中の破砕物における樹液の糖濃度及びエタノール含有量の測定）
　ガスクロマトグラフィー（測定装置：島津製作所製「モデルＢＣ－２０１４」）により
、採取した糖化発酵中の前記樹液の糖（遊離糖）濃度及びエタノール含有量を測定した。
糖濃度の測定結果を図５に、エタノール含有量の測定結果を図６にそれぞれ示す。
【００７５】
［実施例２］
　糖化発酵工程において、酵素としてグルコアミラーゼを添加しなかった（すなわち、酵
素としてαアミラーゼ１００ユニットのみを添加した）点以外は、実施例１と同様の方法
で糖化発酵物を得た。各測定結果を図３～６に示す。
【００７６】
［比較例１］
　糖化発酵工程において、酵素（αアミラーゼ及びグルコアミラーゼ）を添加しなかった
点以外は、実施例１と同様の方法で糖化発酵物の取得を試みた。各測定結果を図３～６に
示す。
【００７７】
　図３に示すように、実施例１～２及び比較例１ではいずれも、糖化発酵工程の開始から
６７時間後までの間、水分含有量はほとんど変化せず、乾燥等による水分含有量の減少は
ないことを確認できた。
【００７８】
　図４に示すように、実施例１では、糖化発酵工程の開始から経時とともにデンプン含有
量が大きく低下しており、αアミラーゼ及びグルコアミラーゼによるデンプンの糖化が良
好に進行していることを確認できた。
　これに対して、実施例２及び比較例１では、糖化発酵工程の開始から６７時間後でも、
デンプン含有量が多かった。
　このように、糖化発酵工程では、酵素としてαアミラーゼ及びグルコアミラーゼを併用
することにより、デンプンの糖化（分解）が顕著に促進されることを確認できた。
【００７９】
　図５に示すように、実施例１～２及び比較例１ではいずれも、糖化発酵工程の開始から
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２４時間後までの間に、糖濃度がほぼ０ｍｇ／ｍＬとなっており、この時間までにほぼす
べての糖（遊離糖）が酵母によって消費されたことを確認できた。
【００８０】
　図６に示すように、糖化発酵工程の開始から６７時間後の段階でのエタノール含有量は
、実施例１が２．８質量％であり、実施例２が２．２質量％であり、比較例１が１．９質
量％であった。
【００８１】
　ここで、糖化発酵工程に供した前記破砕物は、１ｇ中に０．０１１ｇ（すなわち、４０
ｇ中に０．４４ｇ）のデンプンを含有していることが計算により求められた。また、破砕
物４０ｇ中の樹液の量を水分含有量から算出したところ、３０．４ｍＬであり、この中に
は、遊離糖が１．８６ｇ含有されていることを、液体クロマトグラフィーでの定量により
確認できた。すなわち、糖化発酵工程に供した前記破砕物は、デンプンも含めて発酵可能
な糖を２．３ｇ含有していることを確認できた。
　この発酵可能な糖の含有量から、糖化発酵工程における破砕物を基準としたエタノール
の収率を算出したところ、実施例１は７２．４％であり、実施例２は５６．８％であり、
比較例１は４９．１％であった。
【００８２】
　このように、実施例１では、酵素としてαアミラーゼ及びグルコアミラーゼを併用した
ことにより、デンプンがマルトース等のオリゴ糖に分解され、さらにこの遊離オリゴ糖が
樹液中の遊離糖とともに、酵母による発酵に利用されたことにより、効率的にエタノール
を製造でき、エタノールの収率が最も高かった。また、樹液中の遊離糖は酵素の働きを阻
害していないことが示唆された。
　実施例２では、酵素としてαアミラーゼを用いたことにより、実施例１よりも劣るもの
の、デンプンがマルトース等のオリゴ糖に分解され、この遊離オリゴ糖が樹液中の遊離糖
とともに、酵母による発酵に利用されたことにより、エタノールの収率が高くなった。
　そして、実施例１～２より、樹液を搾汁することなく固体発酵によって、十分な量のエ
タノールが得られることを確認できた。
　これに対して、比較例１では、酵素（αアミラーゼ及びグルコアミラーゼ）をいずれも
用いなかったことにより、デンプンが利用されず、エタノールの収率が低かった。
【００８３】
　なお、実施例１～２では、エタノールの生成量を詳細に解析するために、搾汁工程及び
蒸留工程を行っていないが、比較例１との比較により、搾汁工程及び蒸留工程を行うこと
により、高収率でエタノールを製造できることは明らかである。
【符号の説明】
【００８４】
　１０，９０・・・エタノール製造設備（エタノール及びバイオペレットの製造設備）、
１２・・・破砕装置、１４・・・糖化発酵装置、１５・・・固液分離装置、１６・・・搾
汁装置、１８・・・蒸留装置、２０・・・貯蔵タンク（第１の貯蔵タンク）、５０・・・
ペレット製造設備、５２・・・冷却装置、５４・・・乾燥装置、５６・・・成形装置、５
８・・・貯蔵タンク（第２の貯蔵タンク）
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